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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

水 産 技 術 研 究 所 管 理 部 門  

神 栖 拠 点 長 事 務 取 扱  山 本   潤  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  0 8  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ

ャ シ ス テ ム  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 ２ 月 2 6 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構  神 栖 庁 舎  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り
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捨 て る も の と す る ｡ ） を も っ て 落 札 価 格 と す

る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に

係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分

の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ

と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ） 第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い
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る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期

間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 3 1 4 - 0 4 0 8  茨 城 県 神 栖 市 波 崎 7 6 2 0 － ７  国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 技 術

研 究 所 管 理 部 門 神 栖 拠 点 管 理 チ ー ム  野 崎  

俊 之  電 話 0 4 7 9 - 4 4 - 5 9 3 2  F A X  0 4 7 9 - 4 4 - 1 8 7 5  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者

は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、

入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状

様 式 等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ ャ シ ス

テ ム 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ ャ シ ス

テ ム 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電

話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ

送 信 す る こ と 。   

( 3 )   応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  

本 公 告 に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明

す る 書 類 を 令 和 ８ 年 ７ 月 1 3 日 1 7 時 ま で に 、

上 記 3 ( 1 ) へ 提 出 す る こ と 。   

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関 し

質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ６ 日 ま で に

上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書

に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日

ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受
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領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム

ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代

え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合

に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )  入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ７ 月

2 2 日 1 4 時 0 0 分  茨 城 県 神 栖 市 波 崎 7 6 2 0 － ７        

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  神 栖

庁 舎  研 究 本 館 １ 階 会 議 室 （ た だ し 、 郵 便 に

よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ る こ と と

し 、 令 和 ８ 年 ７ 月 2 1 日 1 7 時 必 着 の こ と ｡ ）                

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  
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( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 技 術 研 究 所 管 理 部 門 神 栖 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ

た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知

書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  
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t h e  p r o c u r i n g  e n t i t y :  J u n  Y a m a m o t o  D i -

r e c t o r ,  K a m i s u  B r a n c h ， M a n a g e m e n t  D e -

p a r t m e n t ， F i s h e r i e s  T e c h n o l o g y  I n s t i -

t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u -

c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  

b e  p u r c h a s e d :  M o t i o n  C a p t u r e  s y s t e m  1 S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  2 6  F e b r u a r y  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  K a m i s u  F i e l d  S t a t i o n ,  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  

f o r  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  
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E d u c a t i o n  A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ， B ， C  o r  D  “ S a l e s ”  i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  

a n d  2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 4 : 0 0 ,  2 2  J u l y  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  T o s h i -

y u k i  N o z a k i ,  A d m i n i s t r a t i o n  T e a m ,  K a m i s u  

B r a n c h ,  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  

T e c h n o l o g y  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ， 7 6 2 0 - 7  

H a s a k i ,  K a m i s u  C i t y ,  I b a r a k i ,  3 1 4 - 0 4 0 8  

J a p a n .  T E L  0 4 7 9 - 4 4 - 5 9 3 2  



 

モーションキャプチャシステム 

調達仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産技術研究所 神栖拠点 
  



第1章 総則 
1. 目的及び用途 
 本仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構神栖拠点が調達するモーションキャプ

チャシステムについて規定する。本装置は計測用光学式モーションカメラ（水中用、地上用）、

データ計測ソフトウェアおよび周辺機器からなるシステムであり、水中用、地上用、データ

計測ソフトウェア、周辺機器それぞれについて規定する。これらを用いることで、水槽試験

でのまき網漁業の投網による漁網の動きを撮影，計測することを目的とする。 
 
2. 調達数量 １式 

 
3. 納品場所 
 茨城県神栖市波崎 7620-7 
 国立研究開発法人水産研究・教育機構 神栖庁舎 
 
4. 検査 
 本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所神栖拠点の検査職員によ

る検査を受け合格しなければならない。 
 
5. その他 
（1）本装置の搬送・搬入及び操作説明に必要な経費は受注者で負担すること。 
（2）受注者は、令和９年２月２６日までに納品を完了すること。 
（3）受注者は、各装置の納入後、操作及び試験調整を行うこと。 
（4）受注者は、上記試験調整時に、操作に従事する職員（以下、該当担当者）および検査

職員に対し十分な取扱説明を行うこと。なお、試験調整の場所、実施日時については、

契約担当者と打ち合わせの上、施行すること。 
（5）受注者は、納入時に和文で示した各装置の取扱説明書を 3 部と、電子ファイル 1 部を

提出すること。 
（6）導入後 1 年間は、性能不良などで修理調整が必要になった場合は、無償で迅速に対応

すること。 
（7）各規格に合った性能検査証書は、該当担当者の要求に応じて、提出すること。 
  



第 2 章 構成 
 
1. 本装置の概要 

 試験水槽（全長：60 m、全幅：25 m、水深：3.2 m）で船上から水中に投げ入れられ

る漁網の動きを阻害することなく計測できる、水中と地上に設置された複数の光学式モ

ーションキャプチャカメラから構成される。ターゲットとしてはカメラからの光を反射

する反射式マーカーとする。図 1 に示すように、水中用カメラは水槽内（水中）に設置

し、漁網の水中での位置情報を計測する。地上用カメラは水槽建屋の通路（地上）に設

置し、水槽内の模型船の位置情報を計測する。それぞれで計測される位置情報は、一つ

の計測用ソフトウェアでリアルタイムに確認ができ、その位置情報から速度や加速度な

どを解析する。 
 

 
図 1 地上用カメラ・水中用カメラの設置イメージ図 

 
2. 本装置の構成及び数量 
（1）水中用モーションキャプチャシステム 

1-1 水中用光学式モーションキャプチャカメラ   16 台 
1-2 水中用カメラ固定用具（16 台）、 

水中用反射マーカー（20 mm 以下: 100 個、ベース含む） 1 式 
1-3 水中用カメラ用電源・通信用ケーブル      1 式 

 
（2）地上用モーションキャプチャシステム 

2-1 地上用光学式モーションキャプチャカメラ   16 台 
2-2 地上用カメラ固定用具（16 台）、 

デスク

25 m

60 m

地上用カメラ群

地上用カメラ群 地上用カメラ群

水中用カメラ群

試験水槽

地
上
用
ケ
ー
ブ
ル

水中用ケーブル



地上用反射マーカー（20 mm 以下: 40 個、ベース含む） 1 式 
2-3 地上用カメラ用電源・通信用ケーブル      1 式 

 
（3）データ計測・解析 

3-1 3 次元データ計測ソフトウェア、計測・解析用 PC、水中ビデオモード 1 式 
 

（4）周辺機器・その他 
4-1 キャリブレーションツール     1 式 
4-2 外部入力信号機器、アナログ信号入力装置（１台ずつ） 1 式 
4-3 専用ケース      1 式 
 

  



第 3 章 本装置の仕様 
 
１．水中用モーションキャプチャシステム 
１―１ 水中用光学式モーションキャプチャカメラ 
カメラの画素数は 1200 万画素以上であり、フル画角で 300fps 以上のフレームレートの

計測が可能であること。ハイスピードモードでの計測が可能で、その際フル画角での画素数

は 300 万画素以上、1000fps 以上であること。計測可能範囲が 20 mm 以下のマーカーを用

いて 30 m 以上であること。カメラレンズのピントや絞りをソフトウェア上で調整できるこ

と。カメラレンズの歪み補正はメーカー作成のものがカメラ内部にあること。カメラの防塵

防水レベルが、IP68 以上であること。 
 

１－２ 水中用カメラ固定用具、水中用反射マーカー 
カメラ固定用具は、水中用カメラの台数分用意し、耐水性能を持たせること。カメラ固定

用具は、水深 3.2 m の水槽底に陸上からチェーンブロックを用いて設置できるような構造

を持たせ、波浪や潮流などの外乱中でも，位置がずれたり倒れたりしないこと。反射マーカ

ーは、水中用カメラに対して計測可能なものであり、耐水性能を持たせること。 
 

１―３ 水中用カメラ用電源・通信用ケーブル 
カメラと専用ハブ等の本システムに必要な電源・通信用ケーブルを必要本数付属するこ

と。ケーブル長は、第 2 章構成図 1 に示した設置イメージを満たすこと。ケーブルには防

水性能を持たせ、特に水中用カメラとの接続部であるコネクタ部分には防塵防水レベルが

IP68 以上であること。 
 
 

２．地上用モーションキャプチャシステム 
２―１ 地上用光学式モーションキャプチャカメラ 
カメラの画素数は 1200 万画素以上であり、フル画角で 300fps 以上のフレームレートの

計測が可能であること。ハイスピードモードでの計測が可能で、その際のフル画角での画素

数は 300 万画素以上、1000fps 以上であること。計測可能範囲が 20 mm 以下のマーカーを

用いて 30 m 以上であること。カメラレンズのピントや絞りをソフトウェア上で調整できる

こと。カメラレンズの歪み補正ができること。太陽光などの外光からのノイズを抑える機能

を取り付けることができること。 
 

２－２ 地上用カメラ固定用具、地上用反射マーカー 
カメラ固定用具は、地上用カメラの台数分用意すること。反射マーカーは、地上用カメラ

に対して計測可能なものであること。 
 
 



２－３ 地上用カメラ用電源・通信用ケーブル 
カメラ間を 1 本のケーブルで接続し、カメラと専用ハブ等の本システムに必要な電源・

通信用ケーブルを必要本数付属すること。ケーブル長は、第 2 章構成図 1 に示した設置イ

メージを満たすこと。 
 
 

３．データ計測・解析 
３―１ 3 次元データ計測ソフトウェア、計測・解析用ＰＣ、水中ビデオモード 
計測と解析用のラップトップ PC（Windows 11 対応でカメラデータの処理がスムーズに

行えるスペックであること）が付属されていること。PC には、計測と解析に必要な専用ソ

フトウェアおよび解析時に必要なソフトウェア（office 等）がインストールされていること。 
３次元データ計測ソフトウェア機能として、シャッターをカメラグループごとに設定可

能であり、対角にあるカメラからの光をマスクなしでリアルタイムに削除できること。毎フ

レーム太陽光と自発光との差分を処理して太陽光や外乱からのノイズのみをキャンセルで

きる機能、アクティブフィルタが搭載されていること。 
設定した剛体に、obj 形式の３D モデルをあてはめこのソフトウェア上でリアルタイムに

表示できること。 
専用の水中ビデオモードがあり、マーカー式と完全同期かつ同時に空間キャリブレーシ

ョンも行え、ビデオ映像上に３次元のマーカーや剛体モデルがオーバーレイできること。 

このソフトウェア内に自作の Python 及び Lua（C 言語）プログラムを読み込むことがで

き、独自のメニューを作成し、様々な解析処理がこのソフトウェア内でできること。 

ソフトウェアのライセンス数は数に限りなくインストールでき、USB ドングルなどなしで

インストールしたすべての PCでソフトウェアが動作すること。 

 
 

４．周辺機器・その他 
４－１ キャリブレーションツール 
キャリブレーションツールは、地上と水中で対応可能であること。 
 

４―２ 外部入力信号機器、アナログ信号入力装置 
外部信号機器の入力は、ノーマルオープン、ノーマルクローズ、SMPTE、GENLOCK が

個別に対応していること。同期信号の出力は、計測時間、計測周波数、シャッターのタイミ

ング、個別設定の周波数出力ができること。外部同期のためのトリガー信号は、立ち上がり、

立ち下がりどちらにも対応できること。アナログ信号入力装置は、16Ch 以上の専用アナロ

グボードがあり、カメラからの同期信号を受けられること。アナログ信号入力装置に接続す

るために必要なケーブル（1 m）をチャンネル数分用意すること。 
 

４－３ 専用ケース 
水中用・地上用カメラおよびキャリブレーションツールを輸送可能な耐衝撃対応の専用

ケースを用意すること。 


